
【事業所規模確認フローチャート】 
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指定を受けたのが令和７年

１１月以降である。 

令和７年４月～令和８年３月まで

に通所介護費（通所リハビリテー

ション費）を算定している月数が

６月未満である。（新たに事業を開

始・再開した場合を含む） 

事業所規模点検書（新規開設

等事業所用）を用いて確認を

行ってください。 

はい 

はい 

はい 
令和８年４月１日付けで定

員を前年度から25％以上変

更する。 

確認の結果、事業所規模の変更が生じた。 
 

加算届を作成し、点検書を添えて 
３月１５日までに電子申請（又は３

月１５日までの消印）にて川崎市ま

で提出してください。 
 

加算届、点検書は提出不要です。 

はい 
いいえ 事業所規模点検書（既存事業

所用）を用いて確認を行って

ください。 

※加算届と点検書の控えは、必ず５年間保管してください。 


